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◎赤ちゃん訪問のための助産師・保健師募集 ▽選考方法　面接（日程は後日連絡）▽応募資格　助産師
免許または保健師免許を有する人▽職務内容　乳児の家庭訪問など▽申込　３月15日までに、履歴書（顔
写真付き）を、直接または郵送（消印有効）で、〒321-0974竹林町972保健所健康増進課1(626)1127へ。

税

市
民
税
・
県
民
税
、

所
得
税
の
申
告
は
お
早
め
に

現
在
、
市
民
税
・
県
民
税
、
所

得
税
の
申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
期
限
間
近
に
な
る
と
、
会
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
必
要

書
類
を
そ
ろ
え
、
早
め
に
申
告
を

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
人
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
期
間
　
３
月
15
日
ま
で
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）。

▽
会
場
・
受
付
時
間
　
市
民
税
・

県
民
税
＝
市
民
税
課
（
市
役
所
２

階
）
、
午
前
９
時
〜
午
後
７
時
。

所
得
税
＝
マ
ロ
ニ
エ
プ
ラ
ザ
（
元

今
泉
６
丁
目
）、
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
。

Y
市
民
税
・
県
民
税
＝
市
民
税
課

1(

632)

２
２
３
３
、
所
得
税
＝
宇

都
宮
税
務
署
1(

621)

２
１
５
１

雇
　
用

平
成
19
年
度
市
職
員

（
Ⅰ
類
・
資
格
職
）
採
用
試
験

▽
日
程
　
第
１
次
試
験
（
教
養
試

験
・
集
団
面
接
）
＝
５
月
20
日
。

第
２
次
試
験
（
個
人
面
接
・
作
文

試
験
・
適
性
検
査
な
ど
）
＝
６
月

下
旬
。
第
３
次
試
験
（
個
人
面

接
・
集
団
討
論
）
＝
８
月
上
旬
。

▽
応
募
資
格
　
Ⅰ
類
（
事
務
・
技

術
）
＝
昭
和
53
年
４
月
２
日
〜
61

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人
。
資

格
職
＝
職
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

▽
申
込
期
間
　
４
月
10
日
〜
５
月

２
日
。

▽
そ
の
他
　
応
募
資
格
・
申
込
方

法
・
職
種
・
採
用
予
定
人
員
な
ど
、

詳
し
く
は
４
月
10
日
配
布
・
公
表

予
定
の
試
験
要
綱
（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

Y
人
事
課
1(

632)

２
０
７
４

環
境
学
習
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
嘱
託
員
募
集

■
事
務
補
助

▽
選
考
方
法
　
面
接
（
日
程
は
後

日
連
絡
し
ま
す
）。

▽
採
用
人
数
　
１
人
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

■
自
転
車
修
繕

▽
選
考
方
法
　
面
接
・
簡
単
な
技

能
試
験
（
日
程
は
後
日
連
絡
し
ま

す
）。

▽
応
募
資
格
　
平
成
19
年
４
月
１

日
現
在
18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

で
、
自
転
車
安
全
整
備
士
と
同
等

の
技
能
を
有
す
る
人
。

▽
採
用
人
数
　
１
人
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
（
週
３
日
勤
務
）。

■
申
込

３
月
９
日
ま
で
（
月
曜
日
を
除

く
）
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
、

履
歴
書
（
写
真
添
付
）
に
必
要
事

項
を
書
き
、
本
人
が
直
接
、
環
境

学
習
セ
ン
タ
ー
1(

655)

６
０
３
０

へ
。宇

都
宮
美
術
館
非
常
勤
職
員
・

臨
時
職
員
（
作
品
監
視
）
募
集

■
非
常
勤
職
員

▽
選
考
方
法
　
書
類
審
査
、
面
接

（
日
程
は
後
日
連
絡
し
ま
す
）。

▽
応
募
資
格
　
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
人
①
学
芸
員
資
格
を
有
す

る
②
こ
れ
ま
で
に
博
物
館
、
美
術

館
な
ど
で
の
職
務
経
験
が
あ
る
③

昭
和
52
年
以
降
生
ま
れ
。

▽
採
用
人
数
　
１
人
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
職
務
内
容
　
美
術
館
業
務
補
助
。

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。�

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス�

HP

※配偶者には所得がなく、子ども２人のうち１人は16歳以上23歳未満として計算しています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※１月～５月は負担が少なくなりますが、６月から住民税が多くなりますので、ご理解とご協力をお願いし
ます。
※サラリーマン以外の場合については、市民税課へお問い合わせください。
Y市民税課1(632)2233

夫婦＋子ども2人の場合（年間の給与収入額500万円）�

所得税�

住民税�

平成18年�
12月まで�

6,100円�

5,430円�

11,530円�
10,000

0

9,110円�

6,100円�

3,010円�

9,110円�

6,100円�

3,010円�

9,110円�

6,100円�

3,010円�

9,110円�

6,100円�

3,010円�

9,110円�

6,100円�

3,010円�

14,610円�

11,600円�

3,010円�

平成19年�
１月�

２月� ３月� ４月� ５月� ６月以降�（月）�

（円）�

国（所得税）から地方（住民税）への税金の移し替え、所得税の定
率減税と住民税の定率控除の廃止により、平成19年（度）の所得税・
住民税が大きく変わります。
サラリーマン（給与所得者）を例に、月ごとの負担の変化をモデル

ケースで見てみましょう。

住民税が
変わります



・
産
業
・
雇
用�

税�

▽
申
込
　
３
月
13
日
（
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
履
歴
書
を
郵
送
で
、
〒

320-
0004
長
岡
町
１
０
７
７
、
宇
都

宮
美
術
館
へ
。

■
臨
時
職
員
（
作
品
監
視
員
）

▽
応
募
資
格
　
18
歳
〜
59
歳
で
高

卒
以
上
の
人
（
学
生
は
除
く
）。

▽
採
用
人
数
　
若
干
名
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
20
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
職
務
内
容
　
展
示
室
で
の
作
品

監
視
・
簡
単
な
解
説
業
務
。

▽
申
込
　
電
話
予
約
の
上
３
月
13

〜
30
日
、
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

に
、
本
人
が
履
歴
書
を
持
参
し
、

直
接
、
宇
都
宮
美
術
館
へ
。

Y
宇
都
宮
美
術
館
1(

643)

０
１
０

０
妖
精
拠
点
施
設
運
営

嘱
託
員
募
集

▽
選
考
方
法
　
作
文
・
面
接
（
日

程
は
後
日
連
絡
し
ま
す
）。

▽
応
募
資
格
　
学
芸
員
資
格
を
有

す
る
人
（
平
成
19
年
３
月
中
に
資

格
取
得
見
込
み
も
含
む
）。

▽
採
用
人
数
　
１
人
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
職
務
内
容
　
「
妖
精
拠
点
施
設

（
平
成
19
年
７
月
開
所
予
定
）」
に

展
示
す
る
資
料
の
整
理
作
業
や
事

業
企
画
運
営
な
ど
。

◎自衛官などを募集 ▽募集種目・資格　①2等陸・海・空士＝18歳以上27歳未満の男子②予備自衛官
補＝（ア）18歳以上34歳未満の人（平成19年７月１日現在）（イ）自衛官であった期間が１年未満である
人▽申込期間　①随時②４月９日まで▽試験期日　①申込時にお知らせします②４月14～16日（いずれか
1日を指定）。Y自衛隊栃木地方協力本部宇都宮分室1(638)1922、市民課1(632)2274
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※平成19年度の納税通知書と課税資産明細書は、４月２日発送の予定です。

・市内にある土地や家屋に対して固定資
産税が課税される人、その委任を受けた
人（委任状必要）、納税管理人など。�

・市内にある固定資産（土地、家屋、償
却資産）の所有者、その委任を受けた人（委
任状必要）、納税管理人、借地人、借家人
など。�

・土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、
地積、価格）。�
・家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、
種類、構造、床面積、価格）。�
※土地の所有者は土地の、家屋の所有者
は家屋の縦覧帳簿を縦覧できます。�

・所有者本人が所有する固定資産の課税
台帳（土地、家屋について、縦覧期間中
のみ名寄帳）。�
・借地人、借家人の場合は、その対象と
なる土地、家屋の課税台帳。�

・1回400円（複写の交付は、証明書とし
て1枚400円）。
※所有者本人の場合、上記の縦覧期間中
のみ、無料で閲覧できます。（複写代は1
枚20円）。

4月2日～5月1日
（土・日曜日、祝休日を除く）。�

・申請者の認め印。�
・申請者の本人確認ができる書類（運転免許証、健康保険証、納税通知書など）。�
・申請者が代理人の場合は、委任状。�
・所有者が法人の場合は、法人登録印または法人登録印を押印した委任状。�
・借地人、借家人の閲覧の場合は、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書など。�

・無料（複写の交付はできません）。�

午前8時30分～午後7時、資産税課（市役所2階）。

通年（平成19年度分は4月2日～）
（土・日曜日、祝休日を除く）。

縦　　覧�

期間�

時間・場所�

縦覧・閲覧�
できる人�

縦覧・閲覧�
できる事項�

必要な�
もの�

手数料�

閲　　覧� 平
成
19
年
度
固
定
資
産
税
の

縦
覧
と
閲
覧

■
縦
覧
制
度

固
定
資
産
税
の
納

税
者
が
、
土
地
や
家
屋
の
縦
覧
帳

簿
に
よ
り
市
内
の
固
定
資
産
の
価

格
な
ど
を
縦
覧
で
き
る
制
度
で
す

（
償
却
資
産
は
除
く
）。

■
閲
覧
制
度

固
定
資
産
の
所
有

者
が
自
己
の
資
産
に
対
す
る
固
定

資
産
課
税
台
帳
を
、
借
地
人
・
借

家
人
が
そ
の
対
象
と
な
る
土
地
・

家
屋
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
、

そ
れ
ぞ
れ
閲
覧
で
き
る
制
度
で
す
。

Y
資
産
税
課
1(

632)

２
２
４
３
〜

２
２
５
９

登
　
録�
廃
　
車�

軽自動車・バイクなどの廃車手続きはお済みですか�
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者などに課税されます。軽自動車・
バイクなどの廃棄や、市外への転出・所有者の変更などがあった場合は、
忘れずに手続きをしてください。�

車　種� 手続き場所� 必要なもの�

原動機付自転車�
(125㏄以下のバイク)�
�
小型特殊自動車�
(テーラー・�
　　　コンバインなど)

市民税課
(市役所２階７番窓口)
1(632)2205
各地区市民センター・
出張所

軽自動車検査協会
　　　　栃木事務所
(西川田本町1丁目2-37)
1(645)5161

関東運輸局�
　　　栃木運輸支局
(八千代1丁目14-8)
1050(5540)2019

軽自動車�
(軽四輪・軽三輪)

二輪の軽自動車�
二輪の小型自動車�
(125㏄を超えるバイク)

※左記の軽自動車検査協会また
は運輸支局へお問い合わせく
ださい。�

¡標識（ナンバープレート）�
※盗難・紛失・破損などの
場合は、弁償金300円が必要
になります。
¡所有者などの印鑑
¡標識交付証明書�
(無くても可)

¡所有者などの印鑑�
¡販売・譲渡・廃車証明書
など�

▽
勤
務
時
間
　
原
則
と
し
て
週
５

日
、
１
日
６
時
間
。

▽
勤
務
場
所
　
市
役
所
お
よ
び
妖

精
拠
点
施
設
。

▽
申
込
　
400
字
詰
め
原
稿
用
紙

２
枚
に
応
募
動
機
を
書
き
、
履
歴

書
（
写
真
添
付
）
を
添
え
て
、
３

月
12
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
直
接

（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）
ま
た
は

送
付
で
、
〒
320-

8540
市
役
所
文
化

課
1(

632)

２
７
６
３
へ
。

宇
都
宮
美
術
館

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

▽
活
動
内
容
　
資
料
の
整
理
、
館

内
事
業
･
公
園
事
業
の
補
助
。

▽
そ
の
他
　
活
動
は
４
月
か
ら
で

す
。

Y
宇
都
宮
美
術
館
1(

643)

０
１
０

０
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◎若年者就業支援セミナーを開催 ▽日時　３月24日(土)・25日(日)の２日間コース、午後１時30分～５
時▽会場　県総合文化センター（本町）ほか▽内容　「働くことの意味・重要性」講座など▽対象　市内
在住の15歳以上35歳未満の就職を希望する未就業者や不安定就労者など（新規学卒予定者を除く）▽定員
15人（定員を超えた場合は抽選）▽申込　はがきまたはファクスで、３月９日までに、郵便番号・住所・
氏名・年齢・電話番号を書き、〒320-8540市役所商工振興課1(632)2446、6(632)5420へ。

雇
　
用

レ
セ
プ
ト
点
検
嘱
託
員

（
非
常
勤
嘱
託
員
）
募
集

▽
選
考
方
法
　
面
接
（
日
程
は
後

日
連
絡
し
ま
す
）。

▽
応
募
資
格
　
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
人
①
昭
和
27
年
４
月
２

日
〜
56
年
４
月
１
日
生
ま
れ
②
医

療
事
務
技
能
審
査
な
ど
の
資
格
を

有
す
る
③
医
療
機
関
で
の
実
務
経

験
が
あ
る
。

▽
採
用
人
数
　
１
人
。

▽
採
用
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
職
務
内
容
　
老
人
医
療
診
療
報

酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）
の
点
検

整
理
。

▽
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
。

▽
申
込
　
履
歴
書
を
３
月
９
日

（
必
着
）
ま
で
に
、
送
付
で
、
〒

320-

8540
市
役
所
高
齢
福
祉
課
1

(

632)

２
３
０
７
へ
。

産
　
業

産
業
廃
棄
物
の
報
告
書

提
出
を
再
開
し
ま
す

平
成
20
年
度
か
ら
、
産
業
廃
棄

物
の
排
出
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処

理
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
年
度

分
の
市
内
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物

の
処
理
や
委
託
の
実
績
を
市
長
に

報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
。

平
成
19
年
度
分
か
ら
対
象
に
な

り
ま
す
の
で
、
処
理
実
績
な
ど
の

管
理
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者
　
産
業
廃
棄
物
（
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
を
含
む
）
の
処

理
の
際
、
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
）
を
交
付
し
た
排
出
事
業
者
。

▽
提
出
　
廃
棄
物
対
策
課
（
市
役

所
10
階
）
で
配
布
す
る
産
業
廃
棄

物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
り

出
せ
ま
す
）
に
、
必
要
事
項
を
書

き
、
平
成
20
年
６
月
30
日
（
平
成

19
年
度
実
績
分
）
ま
で
に
、
廃
棄

物
対
策
課
1(

632)

２
９
２
８
へ
。

市
役
所
本
庁
舎
・
大
型
バ

ス
な
ど
へ
の
広
告
募
集

■
市
役
所
本
庁
舎
・
市
大
型
バ
ス

▽
掲
出
場
所
・
規
格
・
入
札
最
低

価
格
・
募
集
枠
　
右
下
表
z
x
の

通
り
。

▽
掲
出
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
申
込
　
管
財
課
（
市
役
所
５

階
）
・
総
合
案
内
（
市
役
所
１
階
）、

各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所

に
置
い
て
あ
る
申
込
書
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。�

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス�

HP

z市役所本庁舎の広告掲出場所など�
場　　　所�

自動車の種別�

施設名� 募集枠�
平石地区市民センター�
清原地区市民センター�
横川地区市民センター�
瑞穂野地区市民センター�
城山地区市民センター�
国本地区市民センター�
富屋地区市民センター�

2

施設名� 募集枠�
豊郷地区市民センター�
篠井地区市民センター�
姿川地区市民センター�
雀宮地区市民センター�
宝木出張所�
陽南出張所�
駅東出張所�

2

1

大  型  バ  ス�

車体広告の面積�広告料（入札最低価格）�

1階東玄関通路

１階北側電話機�

エレベーター内�
（執行部棟）

Ｂ０判（横）�
1456a×1030a

１枠　200,000円

60,000円

4

2台�

2

12

2

１枠　  50,000円

１枠　100,000円

１枠　100,000円

Ａ２判（縦）�
420a×594a

Ｂ１判（縦）�
728a×1030a

Ｂ１判（縦）�
728a×1030a

１台あたり縦0.5ｍ以下�
×横1.4ｍ以下×２面�

16階西側ロビー

規　格� 募集枠�

募集枠�

広告料（入札最低価格）�

x市大型バスの広告掲出面積など�

c地区市民センター・出張所庁舎広告掲出施設など�

※掲出場所は入口付近やロビー内です。詳しくは、募集要項をご覧ください。�

〒
320-

8540
市
役
所
地
区
行
政
課
へ
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、「
広
告

事
業
申
込
書
在
中
」
と
明
記
し
て

く
だ
さ
い
。

Y
地
区
行
政
課
1(

632)

２
８
８
４

宇
都
宮
城
址
公
園
の

自
動
販
売
機
設
置
業
者
を
募
集

▽
設
置
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
設
置
場
所
　
清
明
館
（
城
址
公

園
内
・
本
丸
町
）。

▽
資
格
　
次
の
条
件
を
満
た
す
市

内
業
者
①
過
去
に
自
動
販
売
機
設

置
の
実
績
が
あ
り
５
年
以
上
経
過

し
て
い
る
業
者
②
災
害
対
応
型
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
仕
様
機
な
ど
を
設

置
す
る
こ
と
が
で
き
る
業
者
③
災

害
時
に
市
と
協
力
体
制
を
組
む
こ

と
が
で
き
る
業
者
。

▽
申
込
　
所
定
の
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
３
月
19
日

(

月)

、
午
後
１
時
〜
２
時
に
、
市

役
所
14
階
Ａ
会
議
室
へ
。

▽
現
地
説
明
会
　
３
月
12
日(

日)

午
前
11
時
〜
11
時
30
分
に
、
清
明

館
で
、
応
募
要
領(

希
望
者
に
は

郵
送
も
可
）
の
配
布
、
応
募
方
法

す
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
見
積

書
（
広
告
媒
体
・
掲
出
場
所
ご
と

に
提
出
。
そ
れ
以
外
は
無
効
）
・

広
告
の
原
稿
・
会
社
概
要
（
法
人

の
場
合
）
を
添
え
て
、
３
月
９
日

（
必
着
）
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は

郵
送
（
書
留
）
で
、
〒
320-

8540
市

役
所
管
財
課
へ
。
な
お
、
郵
送
の

場
合
は
、「
広
告
事
業
申
込
書
在

中
」
と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

Y
市
役
所
本
庁
舎
＝
管
財
課
管
理

グ
ル
ー
プ
1(

632)

２
１
４
４
、
市

大
型
バ
ス
＝
管
財
課
車
両
グ
ル
ー

プ
1(

632)

２
１
４
９

■
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所

庁
舎

▽
掲
出
施
設
・
募
集
枠
　
右
下
表

c
の
通
り
。

▽
規
格
　
Ｂ
１
判
（
縦
）
728

㎜
×
1030
㎜
。

▽
入
札
最
低
価
格
　
１
枠
２
万
４

０
０
０
円
〜
４
万
８
０
０
０
円
。

▽
掲
出
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成

20
年
３
月
31
日
。

▽
申
込
　
地
区
行
政
課
（
市
役
所

10
階
）
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ

ー
・
出
張
所
に
置
い
て
あ
る
申
込

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

り
出
せ
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
書

き
、
見
積
書
・
広
告
の
原
稿
・
会

社
概
要
（
法
人
の
場
合
）
を
添
え

て
、
３
月
９
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

直
接
ま
た
は
郵
送
（
書
留
）
で
、



・
産
業
・
雇
用�

税�

◎若年求職者合同面接会にご参加ください ▽日時　３月８日(木)午後1時～4時▽会場　ホテル東日本宇
都宮（上大曽町）▽対象　県内企業に就職を希望しているおおむね35歳未満の若年者▽参加企業　100社
程度▽その他　当日は履歴書を複数ご持参ください。Y商工振興課1(632)244625

■事業系ごみとは
商店・オフィス・飲食店・工場など、事業活動から発生す

るごみ（産業廃棄物を除く）をいいます。店舗付住宅の個人
商店も、お店のごみ箱と家庭のごみ箱を設け、使い分けする
などして、事業系のごみは適切に処理してください。
■事業系ごみの処理方法
４月１日から、事業系ごみは、ごみステーションに排出で

きなくなりますので、次のいずれかにより適正に処理してく
ださい。
・一般廃棄物収集運搬許可業者（許可業者）に収集運搬を委
託する。
・事業者自ら市の処理施設などに運んで処理する。
■搬入する場所および手数料

■事業系ごみQ＆A
Ｑどうして事業所のごみを市は収集しないの？
Ａ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、「事業者は、
その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適
正に処理しなければならない。」と規定されています。また、
ごみの減量化・資源化を進めるため、ごみを出した事業者自
らの責任で処理していただくことになります。
Ｑ許可業者との契約はどうしたらいいの？
Ａごみの種類や収集量、収集曜日・時間などを許可業者と相
談してください。
Ｑ契約料金は決まっているの？
Ａ許可業者ごとに、収集量や収集回数、事業所の場所などの
条件によって変わってきますので、許可業者にご相談くださ
い。
Ｑ処理経費を安くできないの？
Ａ事業所の近くに来ている許可業者に問い合わせたり、近隣
の事業者や加入している商店会・組合などで同一の許可業者
と契約したりすると、経費を節減できる場合もあります。
Ｑ段ボールやチラシなど資源物の出し方は？
Ａ許可業者のほかに資源物回収業者にも出すことができます。
Ｑ店の前の落ち葉やたばこの吸い殻などボランティアとして
清掃したものは？
Ａボランティアとして実施したものは、ごみステーションに
出してください。量が多い場合は、クリーンセンターにご相
談ください。
Ｑ外国人に言っても分かってもらえないが。
Ａ５カ国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・タイ語）
対応のお知らせを作成しましたので、ごみ減量課までご連絡
ください。
Ｑごみステーションに出したらどうなるの？
Ａ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で不法投棄となり、
処罰の対象となります。
Yごみ減量課1(632)2415

4月1日から事業系ごみの
ごみステーションでの収集を廃止します

Y
環
境
保
全
課
1(

632)

２
４
０
８

浄
化
槽
保
守
点
検
業
を

営
む
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

現
在
、
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業

の
登
録
を
受
け
て
、
上
河
内
・
河

内
町
を
営
業
区
域
と
し
て
い
る
事

業
者
は
、
合
併
後
（
３
月
31
日
以

降
）
は
宇
都
宮
市
に
登
録
さ
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

▽
登
録
期
間
　
現
在
登
録
を
受
け

て
い
る
期
間
。

▽
営
業
区
域
　
３
月
31
日
以
降
は

新
宇
都
宮
市
全
域
。

な
お
、
登
録
有
効
期
間
満
了
後
、

▽
主
な
取
り
組
み
　
会
員
間
の
情

報
交
換
お
よ
び
交
流
、
農
資
源
を

活
用
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
、

ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
拡

大
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
実

施
な
ど
。

入
会
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、

産
業
政
策
課
1(

632)

２
４
４
２
へ
。

市
農
業
公
社
が

移
転
し
ま
す

市
町
合
併
に
伴
い
市
農
業
公
社

は
、
上
河
内
町
農
業
公
社
と
統
合

し
、
次
の
通
り
移
転
し
ま
す
。

▽
事
業
開
始
　
３
月
31
日(

土)

。

JR
宇
都
宮
駅�

白楊高通り�

市体育館�

白楊高校�
農業公社農業公社�

鬼怒通り�

国
道
４
号

国
道
４
号�

白楊高通り�

市体育館�

白楊高校�
農業公社�

鬼怒通り�

国
道
４
号�

バス停�

や
設
置
条
件
な
ど
の
説
明
を
行
い

ま
す
。

Y

宇
都
宮
城
址
公
園
整
備
室
1

(

632)

２
９
８
９

Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
届
出
は

市
環
境
保
全
課
へ

４
月
１
日
か
ら
、「
特
定
化
学

物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握

等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
法
）」
に

基
づ
く
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
届
出
窓
口
（
宇

都
宮
市
内
の
事
業
所
に
係
る
届
出

分
）
が
、
県
か
ら
市
に
変
更
に
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

引
き
続
き
宇
都
宮
市
で
登
録
を
受

け
る
場
合
は
、
市
内
に
営
業
所
を

有
す
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

Y
環
境
保
全
課
1(

632)

２
４
２
０

う
つ
の
み
や
ア
グ
リ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
会
員
を
募
集

地
域
の
農
資
源
を
活
用
し
た
、

新
た
な
商
品
、
販
路
、
地
域
ブ
ラ

ン
ド
な
ど
を
創
出
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
「
う
つ
の
み
や
ア
グ
リ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
会
員
を
募
集

し
ま
す
。

▽
対
象
者
　
目
的
に
賛
同
す
る
企

業
・
団
体
お
よ
び
個
人
。

搬入場所� 取　扱　品　目� 手数料（税込）�

クリーンパーク茂原�
（茂原町777-1）�
1(654)0018

エスケーシー�
（長岡町413-1）�
1(621)6221

焼却ごみ、危険ごみ、不
燃ごみ、びん缶、ペット
ボトル、可燃性・不燃性
粗大ごみ（品目に制限が
あります）�

再資源可能な紙類、�
布類�

10㎏当たり216円�

10㎏当たり36円�

▽
新
住
所
　
元
今
泉
７
丁
目
10
｜

20
（
白
楊
高
校
東
側
・
旧
駅
東
第

３
区
画
整
理
事
務
所
・
左
図
）。

▽
新
電
話
番
号
　
1(

660)

２
７
０

１Y
農
業
公
社
1(

649)

６
９
８
３


